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  ○ 物件交通事故･･･ 50件 

  ○ 人身交通事故･･･  １件 

 

 

 

 

  

 

 浦和東警察署では、登下校の子ど

もたちが犯罪被害や交通事故に遭

わないように引続きパトロール 

を強化し、見守り活動を 

実施しています。地域の 

皆様も子どもの見守り 

活動に対し、ご理 

解とご協力をお願 

いします。 

 

横断歩道は歩行者優先です 
  道路交通法第３８条 

  【歩行者優先義務】 
 の正しい理解と遵守 
   ～歩行者は～ 
 ドライバーに対して 
 横断する意思を明確 
 に伝えましょう。 
  

・いい話が・・・簡単に儲かる話はありません 

・あなただけ特別・・・惑わされてはいけません 

・電話で「還付金があります」・・・ありません 

・キャッシュカードが犯罪に使われています 

        ・・・絶対に渡してはいけません 

 

 

 

                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自宅を留守にする際は、
補助錠や防犯フィルムなど
の防犯グッズを活用するな
どして空き巣などの被害に
遭わないよう十分注意しま
しょう。 
    ＊自宅の防犯チェック＊ 
① 戸締りを確認 
②  ワンドアツーロック 
③  さらにもう１歩！環境整備 
  ・庭木の剪定   
  ・センサーライトの設置 
④  ご近所にも一声かけて出掛 
 けましょう 
 

 

こんな勧誘に要注意！ 

● 無料で屋根を点検します 

● 近くで工事をしていたら、屋根瓦がずれ  

  ているのが見えた 

● 今直ぐに屋根の修理が必要です 

 

…被害に遭わないために… 

・ 話を鵜呑みにしない 

・ 他の業者にも点検や見積もり依頼する 

・ 家族と相談する 

※防犯対策※ 
○ 車載のセキュリティーのほか、

 物理的な防犯対策が有効です 

○ 駐車場にはセンサーライトや 

 防犯カメラを設置しましょう 

○ ハンドルロック・タイヤロック 

 を活用しましょう 

○ 車の左側面を壁際にして人が

 入り込めないようにしましょう 

 


